
【不備返却先】

〒556-8535　大阪市浪速区湊町一丁目2番3号 マルイト難波ビル17階

株式会社アプラス　オペレーションセンター　口座振替係
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金融機関用（Ｃ-5）

料金の種類等 クレジット代金

【金 融 機 関 用】

アプラス預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書アプラス預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書アプラス預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書アプラス預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

１.　印鑑相違　　　　　　　　　６.　預金取引なし

２.　印鑑不鮮明　　　　　　　 ７.　支店名相違

３.　預金種目相違　　　　　　８.　その他

４.　口座番号相違

５.　名義人相違

（　　　  　）
金
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記
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欄

［捨　印］

(ゆうちょ銀行は除く)

備考

収納企業

株式会社　アプラス

払込日・振替日

２７日(非営業日の場合は翌営業日)

(金融機関へのお願い)

この預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に不備がありましたら、左

記金融機関記入欄の該当箇所に○印をつけ、至急下記不備返却先にご返

送ください。

委託者名 区分委託者コード

顧　　　客　　　番　　　号

口座振替による収納業務については、㈱アプラスがおこないます。口座振替についての大切な事柄を記載していますので、ご記入の前に

ご一読ください。

●振替口座は日常生活にお使いの口座をご指定いただき、振替日の前日迄に残高をご確認ください。

●振替日は２７日（当日が金融機関休業日の場合は翌営業日）です。

●預金通帳等の摘要欄には、「セイシンクレジット」等と記帳されます。

※セイシン㈱は、口座振替業務を㈱アプラスに委託しております。

セイシン㈱との了解事項

1.私は、振替金を貴社委託先の㈱アプラスを通じて、所定の振替日(非営業日の場合は翌営業日)に指定口座から支払います。

2.預金口座振替により支払った振替金は、通帳に記帳されますので改めて領収書等は請求しません。

3.振替金が２件以上の場合は、その合計額を金融機関に請求されることを了承します。

4.セイシン㈱との取り決めに従って行う各種の口座振替のご案内通知は、連絡先住所に送付されることを了承します。

5.所定の振替日に口座振替ができなかった場合は、以後の口座振替は停止されることを了承します。

6.住所・指定口座・振替額等の変更および口座振替の停止をする場合は、セイシン㈱に申し出ます。

7.振替えられた金額を私に返金せざるを得ない事由が発生した場合は、セイシン㈱から返金されることを了承します。
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私（口座名義人）は、株式会社アプラスから請求された金額を私名義の下記指定口座から預金口座振替によって支払うこととしたい

ので預金口座振替規定を確約のうえ依頼します。　(ゆうちょ銀行は除く)

セイシン株式会社 ３１７６４１  00

検　印 印鑑照合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―預金口座振替規定―

―預金口座振替規定――預金口座振替規定―

―預金口座振替規定―　　　※(ゆうちょ銀行は除く)

１．貴行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落しのうえ、お支払いください。この場

合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻し請求書の提出、または小切手の振出しはいたしません。

２．振替日において、請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額（当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む）を超えると

きは、私に通知することなく、請求書を返却しても差し支えありません。また、指定日以降に再度振替えられても異議はございません。

３．この契約を解約するときは、私から貴行に書面により届出ます。なお、この届出がないまま、長期間にわたり会社から請求がない等

相当の事由があるときは、特に申出がない限り、貴行はこの契約が終了したものとして、お取扱いいただいても差し支えありません。

４．振替日が変更された場合には、請求書に記載された日をもって処理されても異議はございません。

５．上記顧客番号につき、別番号の追加利用、または変更があっても本書は有効とお取扱いいただいても差し支えありません。

６．この預金口座振替について、かりに紛議が生じても貴行の責めによる場合を除き、貴行にはご迷惑をおかけいたしません。

    振　 替　 日（払　 込　 日）　株式会社　アプラスの指定する日（非営業日の場合は翌営業日）

    振替開始日（払込開始日）　株式会社　アプラス及び関係金融機関の事務手続完了次第

※ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。


